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昭

和
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年

四

月

十
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日

受
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（
質
問
の 

一
二
三
）

答

弁

第

一

二

三

号 

 

内
閣
衆
質
第
一
一
〇
号 

昭
和
二
十
五
年
四
月
十
八
日 

 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

 

衆
議
院
議
員
土
橋
一
吉
君
提
出
国
家
公
務
員
共
済
組
合
掛
金
の
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を 

送
付
す
る
。 



一 

に
つ
い
て 

二 

に
つ
い
て 

政
府
は
共
済
組
合
の
内
、
短
期
給
付
事
業
の
運
営
に
お
い
て
收
入
が
支
拂
を
賄
う
に
足
り
な
い
状
況
に
あ
る
も
の
に
対 

し
て
、
か
か
る
状
態
を
改
善
す
る
た
め
国
庫
交
付
金
及
び
組
合
員
掛
金
の
引
上
げ
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
こ
れ
ら 

の
組
合
に
注
意
し
た
。 

政
府
と
し
て
は
、
最
終
的
値
上
率
案
を
示
し
た
事
実
は
な
い
。
但
し
、
組
合
提
出
の
資
料
に
基
い
て
作
成
の
上
組
合
に 

示
し
た
試
算
表
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
添
付
す
る
（
「
別
添
資
料
一
」
参
照
）
。
組
合
は
、
こ
の
試
算
表
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
る
と
と
も
に
、
更
に
最
近
の
資
料
に
基
い
て
補
正
の
上
政
府
の
承
認
を
経
て
決
定
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
念
の 

た
め
申
し
添
え
る
。 

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
九
條
の
規
定
に
基
い
て
組
合
か
ら
提
出
し
た
最
近
の
月
報
に
よ
る
長
期
及
び
短
期
の
給
付 

衆
議
院
議
員
土
橋
一
吉
君
提
出
国
家
公
務
員
共
済
組
合
掛
金
の
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



三 

に
つ
い
て 

 

「
給
付
を
受
け
る
者
の
主
な
る
理
由
が
政
府
の
低
賃
金
政
策
と
労
働
強
化
に
よ
る
傷
病
（
過
労
、
肺
結
核
等
）
で
あ
る｣

と

は
認
め
ら
れ
な
い
。 

受
給
件
数
は
「
別
添
資
料
二
」
の
と
お
り
で
あ
る
。 

給
付
の
内
容
及
び
理
由
は
「
別
添
資
料
三
」
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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